
 

 

令和５（２０２３）年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率 

 

１ 健全化判断比率の状況 

(1) 実質赤字比率 

地方公共団体の財政規模に対する一般会計で生じた赤字の大きさの割合を表したもので

す。 

年 度 ・ 基 準 令和５年度 

（２０２３年度） 

令和４年度 

（２０２２年度） 

早期健全化基準 財政再生基準 

比 率 該 当 な し 該 当 な し １２．１４％ ２０．００％ 

 
一般会計等の実質収支は黒字であり、該当ありませんでした。 

 
一般会計等の実質赤字額 (0) 

（算定式）実質赤字比率 ＝  
標準財政規模 （24,155,970） 

 
 

(2) 連結実質赤字比率 

地方公共団体の財政規模に対する公営企業会計など特別会計を含む全会計で生じた赤字

の大きさの割合を表したものです。 

 
      地方公共団体の全会計で資金不足はいずれも生じておらず、該当ありませんでした。 

 
連結実質赤字額 （0） 

（算定式）連結実質赤字比率 ＝                    
標準財政規模 （24,155,970） 

 

 

(3)  実質公債費比率 

地方公共団体の財政規模に対する借入金（地方債）に係る返済額の大きさの割合を表した

ものです。 

 
 

年 度 ・ 基 準 令和５年度 

（２０２３年度） 

令和４年度 

（２０２２年度） 

早期健全化基準 財政再生基準 

比 率 該 当 な し 該 当 な し １７．１４％ ３０．００％ 

年 度 ・ 基 準 令和５年度 

（２０２３年度） 

令和４年度 

（２０２２年度） 

早期健全化基準 財政再生基準 

比 率 

（３か年平均） 
９．６％ ９．６％ ２５．０％ ３５．０％ 



令和５（２０２３）年度決算は、令和４（２０２２）年度決算と比較して、単年度では 

９．３％と１．２％の減少となりました。３か年平均では増減ありませんでした。 

この主な理由は、普通交付税額が３億５千万円増加したためです。また、公営企業に要す

る経費の財源とする地方債の償還の財源に充てたと認められる繰入金が約１億１千３百万円

減少したためです。 

 
 
Ⓐ地方債の元利償還金（4,759,076）＋ ○B 準元利償還金（1,847,023） 

－ ○C 特定財源 － ○D 元利償還金等に係る基準財政需要額算入額 
（算定式）       （340,304）                 （4,425,188） 

実質公債費比率 ＝                                
   ○E 標準財政規模（24,155,970） 

 － ○D 元利償還金等に係る基準財政需要額算入額（4,425,188） 

（単位：千円） 
項    目 令和５年度

（２０２３年度） 

令和４年度

（２０２２年度） 

令和３年度

（２０２１年度） 

○A 地方債の元利償還金 4,759,076 4,787,341 4,616,726 

○B 準元利償還金（※） 1,847,023 1,977,317 1,816,868 

○C 特定財源 340,304 348,085 347,201 

○D 元利償還金等に係る基準財政需要額算入額 4,425,188 4,367,180 4,219,423 

○E 標準財政規模 24,155,970 23,913,540 24,903,249 

 実質公債費比率（単年度） ９．３％ １０．５％ ９．０％ 
 
３か年平均：９．６％ 

  ※ 準元利償還金 
地方債の元利償還金に準ずるものであり、満期一括償還地方債の１年当たりの元利償還

金に相当するもの、公営企業に要する経費の財源とする地方債の償還の財源に充てたと認
められる繰入金、一部事務組合等の起こした地方債に充てたと認められる補助金又は負担
金及び公債費に準ずる債務負担行為に係るものの合算額です。 
 

 

(4) 将来負担比率 

地方公共団体の財政規模に対する借入金（地方債）など現在抱えている負債の大きさの割

合を表したものです。 
 

  
○A 将来負担額の減少などにより、前年度より７．１％減少しました。 

○A 将来負担額が減少した主な理由は、地方債の元金の償還により、地方債の現在高が約１

４億円減少したためです。また、財政調整基金や減債基金等の充当可能基金が約１２億円増

加したためです。 

 

 

年 度 ・ 基 準 令和５年度 

（２０２３年度） 

令和４年度 

（２０２２年度） 

早期健全化基準 財政再生基準 

比 率 ６．６％ １３．７％ ３５０．０％  



 
 

（算定式）     ○A 将来負担額（68,863,397）－ ○B 充当可能財源等（67,559,167） 
将来負担比率 ＝  
          ○C 標準財政規模（24,155,970） 
            － ○D 元利償還金等に係る基準財政需要額算入額（4,425,188） 
 

（単位：千円） 

項     目 
令和５年度 

（２０２３年度） 

令和４年度 

（２０２２年度） 

○A 将来負担額 68,863,397 70,964,569 

内 

 

訳 

① 地方債の現在高 44,560,972 45,978,432 

② 債務負担行為に基づく支出予定額 2,487,811 2,842,723 

③ 公営企業債等繰入見込額 16,709,825 17,177,145 

④ 退職手当負担見込額 5,104,789 4,966,269 

⑤ 設立法人の負債額等負担見込額 0 0 

○B 充当可能財源等 67,559,167 68,271,971 

内 

 

訳 

① 基準財政需要額算入見込額 44,746,897 46,778,424 

② 充当可能基金 18,343,189 17,086,163 

③ 充当可能特定歳入 4,469,081 4,407,384 

④ （うち都市計画税） （3,799,792） （3,669,957）

 
 

２ 資金不足比率の状況 

公営企業の事業の規模に対する資金不足額の割合を表し、経営状態の悪化の度合いを示すも

のです。 

 

 いずれの公営企業会計も資金不足は生じておらず、該当がありませんでした。 
 

資金の不足額（※） 
（算定式）資金不足比率 ＝   

事業の規模 （営業収益―受託工事収益） 
 
※ 資金の不足額 

        公営企業ごとに資金収支の累計不足額を表すもので、法適用企業については流動負債の
額から流動資産の額を控除した額です。 

年 度・基 準 

会 計 名 

令和５年度 

（２０２３年度） 

令和４年度 

（２０２２年度） 

経営健全化基準 

水 道 事 業 会 計 該 当 な し 該 当 な し ２０．０％ 

下 水 道 事 業 会 計 該 当 な し 該 当 な し ２０．０％ 


